
 

 介護医療院重要事項説明書 

 

１． 当施設が提供するサービスについての窓口（地域医療連携室） 

  電話  ０７５－５２５－１１６１（午前９：００～午後４：３０まで） 

    担当  介護支援専門員（難波・原田・亀田） 

      

２． 医療法人 五木田病院  介護医療院の概要 

施設名称        介護医療院 医療法人 五木田病院   

    所在地              〒605-0988 京都市東山区福稲川原町１－１１ 

      介護保険事業所番号     ２６Ｂ０９０００２３ 

 

（１）提供できるサービスの種類 

   長期療養が必要な要介護者の方の生活を支えるために、医療・看護・介護・その他 

のサービスを提供します。 

    

（２）同施設の職員体制                                                           

 資 格 業務内容 常勤 非常勤 計  

管理者 院 長 管理・診療 １名  １名  

医 師 医 師 診 療 ４名  ４名  

栄養士 管理栄養士 栄養管理 ４名  ４名  

機能訓練指導員 
理学療法士 

作業療法士 
機能訓練指導 

１名 

１名 
 ２名 

 

介護支援専門員 介護支援専門員 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ４名  ４名  

事務職員  事務全般 １０名 １名 １１名  

薬剤師 薬剤師 調剤全般 ２名 １名 ３名  

看護 
看護師 看護全般 １４名 ４名 １８名  

准看護師 〃 １７名 ４名 ２１名  

介護 
介護福祉士 介護全般 ３２名  ３２名  

介護職員 〃 １６名  １６名  

                                                        令和６年６月１日現在 

（３）勤務体制  日勤 8：45～17：00 遅出 10：45～19：00 夜勤 16：45～9：15 

（４）同施設の設備の概要                                                         

  定員  １９３名  

 居室 １人部屋    １７室   （１室 15.66 ㎡）  

  ４人部屋    ４４室   （１室 33.42 ㎡）  

 浴室   機械浴  ４室   機能訓練室  １室（104.84㎡）  

  個浴 １室  車椅子浴 １室   食堂兼談話室  ８室 (223.80㎡）  

 



３． サービス内容 

＊ 施設サービス計画の立案、実施  

＊ 栄養ケア計画の立案、実施                                            

   

 ・食事 ： 朝食 7:00～8:00  昼食 11:30～12:30 夕食 18:00～19:00              

   

 ・入浴 ： 週に２回入浴あるいは、清拭を行います。       

   

 ・排泄 ： オムツ交換・ポータブルトイレ介助など                               

   

 ・生活リハビリ ・ レクリエーション                                                

   

・健康管理 ・ 栄養管理                                                           

   

 

＊ 身体拘束（抑制）に関して 

 当施設では、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る、ベッドを柵で囲む、ミトン型の手袋を

つける、介護服を着せる、車椅子移乗時にＹ字拘束帯や腰ベルト、あるいは車椅子テーブ

ルをつける、向精神薬の過剰投与、鍵のかかった居室に閉じ込める、立ち上がりを妨げる

椅子の使用等、介護保険制度で身体拘束（抑制）と規定されていることは原則行いません。 

しかし、入所者または、他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない

下記の場合 

① 治療上の必要から点滴を施行する時、チューブを使って栄養補給を行う時 

② 車椅子やベッドからの転落によって骨折する危険性がある場合 

③ その他、入所生活を行う上で著しい問題行動を起こすような時 

は、身体拘束（抑制）が必要となり一時的に行うことがありますが、出来る限り早急に解

除するよう努めます。 

 

４． 利用料金 

（１）基本料金 

  ①施設利用料    ≪１日あたりの自己負担分（多床室）≫    

  １割負担 ２割負担 ３割負担  

 要介護度１ ９５５円 １,９１０円 ２,８６５円  

 要介護度２ １,０７⒍円 ２,１５２円 ３,２２８円  

 要介護度３   １,３３８円   ２,６７６円 ４,０１４円  

 要介護度４   １,４４９円   ２,８９８円 ４,３４７円  

 要介護度５   １,５５１円   ３,１０２円 ４,６５３円  

療養食加算の場合は、上記金額に１日あたり１８円（１割）､３６円（２割）、５４円（３割） 

加算されます。入院日から３０日迄（初期加算）上記金額に１日あたり３０円（１割）、 

６０円（２割）、９０円（３割）加算されます。特定診療費（褥瘡対策、感染対策）が上記



金額に１日あたり１０円（１割）、２０円（２割）、３０円（３割）加算されます。 

リハビリテーション実施の場合は上記金額に加算されます。 

 

②居住費・食費（特定入所者介護サービス費） 

階 層 １日あたりの居住費（多床室） １日あたりの食費 

第１段階    ０円 ３００円 

第２段階   ４３０円      ３９０円 

第３段階   ４３０円 

  ４３０円 

   ６５０円 

  １,３６０円 

第４段階   ４３７円     １,４４５円 

 

（２）その他の料金 

    ①  診断書、証明書の発行に係る費用（実費） 

②  入院セット（病衣含む）業者との直接契約 

③  電化製品の使用料  １日 １００円（テレビ、アンカ等 電気使用料） 

④   退院時のクリーニング代（布団等） ３,０００円 

上記 ①～④については、別途消費税を徴収致します。 

     

（３）公費適用及び基本料金の減免措置 

    ① 生活保護法（介護扶助） 

② 特定入所者介護サービス費（居住費・食費） 

③ 特定疾患 

 

（４）支払方法 

   銀行振込・口座引落から選んで頂けます。 

   請求書と支払いの用紙を郵送いたします。 

 

５． 退所の手続 

① 入所者から、いつでも当施設の退所を申し出ることができます。 

       その場合には、退所を希望される日の１４日前までに申し出て下さい。 

② 以下の場合は、通知がなくても、サービスを終了いたします。  

   ・ 入所者が要介護認定更新で、自立または要支援と認定された場合 

・  入所者が医療施設に入院された場合 

・  入所者が他の介護保険施設に入所した場合 

・ 入所者が亡くなられた場合 

③ 入所後、暴力や徘徊、他の利用者様への迷惑がかかるような行為等があった場合は、

退所の手続きを取らせて頂く場合があります。 

 

 

 



④ その他 

    ・  入所者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

    促したにもかかわらず１４日以内に支払われない場合、又は入所者や御家族等が、

    当施設や従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所

    して頂く場合があります。この場合、契約終了１４日前までに文書で通知いたしま

    す。 

  ・  やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し、退所 

して頂く場合があります。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知します。 

  

6. サービス提供に関する記録の保存期間 

 ・ 契約の終了後５年間保管します。 

 

７. 施設利用に当たっての留意事項 

   ・ 面会時間          １０：００～１９：００（感染症等により変更有） 

   ・ 外泊、外出          施設基準 

   ・ 器具の利用               必要時 

  ・ 所持品の持ち込み            相談の上 

  ・ 専門（一般内科）外の受診    必要時 

 

８． 緊急時及び事故発生時の対応方法 

    入所者の容態の変化及び事故発生時の場合は、医師に連絡する等必要な処置を講じ

る他、御家族の方に予め届けられた連絡先に速やかに連絡し、適切な対応をします。 

                                                                                 

９． 非常災害対策 

    災害時の対応      緊急連絡表による対応 

    防災設備          完備 

    防災訓練          年２回 

    防火責任者        竹中院長  古石事務長 

 

１０．サービス内容に関する相談・苦情 

    入所者からの相談、苦情に対応する窓口を設置し、入所者からの要望、苦情に対し、 

迅速に対応します。 

 

（１）当施設入所者相談・苦情担当 

     担 当 者   相談員（中村）介護支援専門員（難波・原田・亀田）     

     電  話      ０７５－５２５－１１６１ 

     受付時間   ９：００～１６：００ 

    また、ご意見箱を１階エレベーター前に設置しています 。 

  

 



（２）その他 

   当施設以外に、市町村その他の機関でも相談・苦情等を受け付けています。 

   （最終ページに記載） 

 

１１．当施設の概要 

                                                                                 

名称・法人種別 介護医療院 医療法人 五木田病院  

代表者役職・氏名 理事長  島﨑 淳  

本部所在地 京都府京都市東山区福稲川原町１－１１  

電話番号 ０７５－５２５－１１５６  

定款の目的に １．介護医療院  

定めた事業   

   

関連施設・拠点等 介護老人保健施設 （宇治市）  １ヶ所  

   

   

                                                                                 

  

  年    月    日  

  

   介護医療院入所にあたり、入所者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要事項  

を説明しました。  

  

                     事業者  

                       所在地   〒605-0988 京都市東山区福稲川原町1-11  

            名 称  介護医療院（医）五木田病院        ㊞   

                       説明者   所属  介護支援専門員  

                      氏名                       ㊞  

  

  私は、契約書及び本書面により、事業者から介護医療院についての重要事項の  

 説明を受け了承しました。  

  

                    （入所者）  

                       住 所   

                       氏 名                                           ㊞  

  

                    （代理人）  

                       住 所   

                       氏 名                                           ㊞  

  



◎市町村・行政機関の相談窓口 

※京都府国民健康保険団体連合会 

 

国保連合会の苦情相談窓口 

京都府国民健康保険団体連合会 

介護保険課介護相談係 

 

所 在 地：京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町 620 番 COCON 烏丸内  

電話番号：0 7 5 - 3 5 4 - 9 0 9 0 

Ｆ Ａ Ｘ：0 7 5 - 3 5 4 - 9 0 5 5 

受付時間：午前 9 時～12 時 午後 1 時～5 時 

     （土・日・祝 除く） 

 

※京都市 

京都市 北区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市北区紫野東御所田町 33-1 

電話番号：0 7 5 - 4 3 2 - 1 3 6４ 

京都市 上京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市上京区上立売通大宮東入幸在町 689 

電話番号：0 7 5 - 4 4 1 - 5 1 0 6 

京都市 左京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市左京区松ケ崎堂ノ上町 7-2 

電話番号：0 7 5 - 7 0 2 - 1 0 6 9 

京都市 中京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町 521 

電話番号：0 7 5 - 8 1 2 - 2 5 6 6 

京都市 東山区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市東山区清水 5 丁目 130-8 

電話番号：0 7 5 - 5 6 1 - 9 1 8 7 

京都市 山科区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市山科区椥辻池尻町 14-2 

電話番号：0 7 5 - 5 9 2 - 3 2 9 0 

京都市 下京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 

電話番号：0 7 5 - 3 7 1 - 7 2 2 8 

京都市 南区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市南区西九条南田町 1-3 

電話番号：0 7 5 - 6 8 1 - 3 2 9 6 

京都市 右京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市右京区太秦下刑部町 12 

電話番号：0 7 5 - 8 6 1 - 1 4１６ 

右京区役所京北出張所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市右京区京北周山町上寺田 1-1 

電話番号：0 7 5 - 8 5 2 - 1 8 1 5 

京都市 西京区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市西京区上桂森下町 25-1 

電話番号：0 7 5 - 3 8 1 - 7 6 3 8 

京都市 洛西支所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市西京区大原野東境谷町 2 丁目 1-2 

電話番号：0 7 5 - 3 3 2 - 9 2 7 4 

京都市 伏見区役所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市伏見区鷹匠町 39-2 

電話番号：0 7 5 - 6 1 1 - 2 2 7８ 

京都市 深草支所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市伏見区深草向畑町 93-1 

電話番号：0 7 5 - 6 4 2 - 3 6 0 3 

京都市 醍醐支所 保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課（介護保険担当） 

所 在 地：京都市伏見区醍醐大溝町 28 

電話番号：0 7 5 - 5 7 1 - 6 4 7 1 

  



※京都府下 

宇治市役所 介護保険課 
所 在 地：宇治市宇治琵琶 33 番地 

電話番号：0 7 7 4 - 2 0 - 8 7 3 1 

向日市役所 高齢介護課 
所 在 地：向日市寺戸町中野 20 番地 

電話番号：0 7 5 - 9 3 1 - 1 1 1 1 

城陽市役所 介護保険係 
所 在 地：城陽市寺田東ノ口 16-17 

電話番号：0 7 7 4 - 5 6 - 4 0 4 3 

八幡市役所 高齢介護課 
所 在 地：八幡市八幡園内 75 番地 

電話番号：0 7 5 - 9 8 3 - 1 1 1 1 

長岡京市役所 介護保険係 
所 在 地：長岡京市開田 1 丁目１番１号 

電話番号：0 7 5 - 9 5 5 - 2 0 5 9 

亀岡市役所 介護保険係 
所 在 地：亀岡市安町野々神 8 番地 

電話番号：0 7 7 1 - 2 2 - 3 1 3 1 

京田辺市役所 介護保険係 
所 在 地：京田辺市田辺 80 番地 

電話番号：0 7 7 4 - 6 3 - 1 1 2 2 

木津川市役所 介護保険係 
所 在 地：木津川市木津南垣外 110-9 

電話番号：0 7 7 4 - 7 5 - 1 2 1 3 

宇治田原町役場 健康長寿課 
所 在 地：綴喜郡原町荒木西出 10 番地 

電話番号：0 7 7 4 - 8 8 - 2 2 5 0 

和束町役場 介護保険係 
所 在 地：相楽郡和束町釡塚生水 14-2 

電話番号：0 7 7 4 - 7 8 - 3 0 0 1 

※他市 

大津市役所 介護保険課 
所 在 地：滋賀県大津市御陵町 3-1 

電話番号：0 7 7 - 5 2 8 - 2 7 5 3 

草津市役所 介護保険課 
所 在 地：滋賀県草津市草津 3 丁目 13 番 30 号 

電話番号：0 7 7 - 5 6 3 - 1 2 3 4 

東近江市役所 長寿福祉課 
所 在 地：滋賀県東近江市八日市緑町 10 番 5 号 

電話番号：0 7 4 8 - 2 4 - 5 6 4 2 

栗東市役所 介護保険係 
所 在 地：滋賀県栗東安養寺 1 丁目 13 番 33 号 

電話番号：0 7 7 - 5 5 3 - 1 2 3 4 

野洲市役所 介護保険係 
所 在 地：滋賀県野洲市小篠原 2100 番地 1 

電話番号：0 7 7 - 5 8 7 - 1 1 2 1 

守山市役所 高齢福祉課 
所 在 地：滋賀県守山市吉身 3 丁目 5 番 22 号 

電話番号：0 7 7 - 5 8 2 - 1 1 2 7 

大阪市役所  介護保険係 
所 在 地：大阪市北区中ノ島 1 丁目 3 番 20 号 

電話番号：0 6 - 6 2 0 8 - 8 1 8 1 

 所 在 地： 

電話番号： 

 


